
森林環境譲与税の活用に係る都内連携に関する協定書 

 

 

 千代田区、中央区、台東区、江東区、品川区、目黒区、荒川区及び葛飾区（以下

「特別区」という。）並びに八王子市、青梅市、町田市、あきる野市、日の出町、

檜原村及び奥多摩町（以下「市町村」という。）並びに東京都（以下「参加自治体」

と総称する。）は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成31年法律第

３号）第27条に規定する森林環境譲与税（以下「森林環境譲与税」という。）の活

用に係る連携に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 

（目的） 

第１条 本協定は、多摩地域の森林（以下「多摩の森」という。）において、参加

自治体が連携して持続可能な森林の循環の確立に向けた広域的な取組を推進す

ることにより、森林の有する多面的機能の維持増進を図ることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

 (１) 森林 森林法（昭和26年法律第249号）第２条第１項に規定する森林をい

う。 

 (２) 森林の有する多面的機能 森林・林業基本法（昭和39年法律第161号）第

２条第１項に規定する森林の有する多面的機能をいう。 

(３) カーボン・オフセット 温室効果ガスの排出量を、多摩の森の整備によっ

て生じる吸収量により相殺することをいう。 

 

（連携事業） 

第３条 特別区及び市町村は、次に掲げる事業について連携する。 

 (１) 多摩の森の整備及び保全 

 (２) カーボン・オフセット 

 (３) 林業作業、自然観察その他多摩の森を活用した体験活動 

 (４) 多摩の森で産出される間伐材その他の木材の活用 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、第８条第１項に規定する協議会（以下「協議

会」という。）が必要と認める事業 

２ 前項各号に掲げる事業（以下「連携事業」という。）の実施について必要な事

項は、協議会で決定する。 

３ 特別区は、第１項第１号及び第２号に掲げる事業（以下「森林整備等事業」と

いう。）に参加するものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる事業に係る二酸化炭素吸収量の配分量は、森林整備等事

業に参加する特別区及び市町村（市町村にあっては、第９条第３項ただし書の規

定により当該経費を支弁する場合に限る。）の負担額に応じて按分した量とする。 



５ 連携事業は、特別区及び市町村が支弁する負担額の範囲内で実施するものとす

る。 

 

（森林整備支援事業） 

第４条 八王子市、青梅市、あきる野市、日の出町、檜原村及び奥多摩町（以下「６

市町村」という。）は、次に掲げる事業について連携する。 

(１) 森林所有者に対する所有森林の整備に関する意向調査 

(２) 前号の調査結果を活用した森林整備の支援 

２ 前項に掲げる事業（以下「森林整備支援事業」という。）の実施について必要

な事項は、協議会で決定する。 

 

（機運醸成事業） 

第５条 参加自治体は、次に掲げる事業について連携する。 

 (１) 多摩の森の重要性や連携事業に関する広報 

２ 前項に掲げる事業（以下「機運醸成事業」という。）の実施について必要な事

項は、協議会で決定する。 

 

（連携事業等の総称） 

第６条 連携事業、森林整備支援事業及び機運醸成事業（以下「連携事業等」とい

う。）は、「「多摩の森」活性化プロジェクト」と総称する。 

 

（参加自治体の責務） 

第７条 特別区及び市町村は、連携事業に積極的かつ誠実に取り組むものとする。 

２ ６市町村は、森林整備支援事業に積極的かつ誠実に取り組むものとする。 

３ 参加自治体は、機運醸成事業に積極的かつ誠実に取り組むものとする。 

４ 東京都は、連携事業等の円滑な実施に資するため、特別区、市町村及び関係団

体等との調整を図るものとする。 

５ 東京都は、森林整備支援事業の円滑な実施に資するため、６市町村を支援する

ものとする。 

６ 参加自治体は、第11条に規定する期間（以下「協定期間」という。）の満了ま

で継続して参加するものとする。 

 

（協議会の設置） 

第８条 参加自治体は、連携事業等の計画及び円滑な実施に資するため、協議会を

設置する。 

２ 協議会の名称は、「多摩の森」活性化プロジェクト推進協議会とする。 

３ 協議会の組織及び運営に関する事項は、参加自治体が協議の上、別に定める。 

 

（経費の負担） 

第９条 連携事業等の計画及び実施並びに協議会の運営に要する経費は、参加自治

体の負担金及びその他収入をもって充てる。 



２ 前項の経費に充てる負担金は、森林環境譲与税を財源とする。ただし、参加自

治体の事情により森林環境譲与税の活用が難しい場合においては、この限りでな

い。 

３ 森林整備等事業の経費に充てる負担金は、特別区が支弁する。ただし、協議会

が必要と認めるときは、この限りでない。 

４ 参加自治体の負担金の額その他の経費の負担に関し必要な事項は、協議会で定

める。 

 

 （立木の所有権） 

第10条 森林整備等事業を実施する多摩の森の立木の権利は、土地所有者に帰属す

る。 

 

（協定期間等） 

第11条 協定期間は、令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。ただし、

協定期間の満了までに協議会において延長の決定をしたときは、１年間延長する

ものとし、以後この例によるものとする。 

２ 特別区及び市町村は、前項ただし書の規定により協定期間の延長が決定した場

合において、延長後の協定に参加しないときは、延長前の協定期間が終了する３

か月前までに協議会に申し出なければならない。 

 

（新規参加） 

第12条 協議会は、参加自治体以外の東京都の区域内に存する自治体から本協定へ

の参加の申出があったときは、参加の可否を決定し、当該申出をした自治体にそ

の結果を通知する。 

２ 前項の申出は、当該協定期間の始期の属する年の前年の８月末日までの間にお

いて受け付けるものとする。 

３ 本協定への参加は、前項の始期の属する日からとする。 

 

（その他） 

第13条 本協定で定めるもののほか、必要な事項は、協議会で決定するものとする。 

 

 本協定の締結の証として、本協定書を16通作成し、参加自治体が署名の上、各１

通を保有する。 

 

 

令和８年４月１日 

 

 

  



東京都千代田区九段南一丁目２番１号   

千代田区               

千代田区長  樋󠄀 口 高 顕   

 

 

 

 

東京都中央区築地一丁目１番１号 

中央区 

中央区長   山 本 泰 人   

 

 

 

 

東京都台東区東上野四丁目５番６号 

台東区 
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東京都江東区東陽四丁目11番28号 

江東区                

江東区長   大久保 朋 果   

 

 

 

 

東京都品川区広町二丁目１番36号     

品川区                

品川区長   森 澤 恭 子   

 

 

 

 

東京都目黒区上目黒二丁目19番15号 

目黒区 

目黒区長   青 木 英 二 



東京都荒川区荒川二丁目２番３号     

荒川区                

荒川区長    滝  口   学  

 

 

 

 

東京都葛飾区立石五丁目13番１号     

葛飾区                

葛飾区長    青 木 克 德   

 

 

 

 

東京都八王子市元本郷町三丁目24番１号  

八王子市               

八王子市長   初 宿 和 夫   

 

 

 

 

東京都青梅市東青梅１丁目11番地の１   

青梅市                

青梅市長    大勢待 利 明   

 

 

 

 

東京都町田市森野二丁目２番22号     

町田市                

町田市長    稲 垣 康 治 

 

 

 

 

東京都あきる野市二宮350番地 

あきる野市 

あきる野市長  中 嶋 博 幸   

  



東京都西多摩郡日の出町大字平井2780番地 

日の出町               

日の出町長   東     亨   

 

 

 

 

東京都西多摩郡檜原村467番地１      

檜原村                

檜原村長    吉 本 昂 二   

 

 

 

 

東京都西多摩郡奥多摩町氷川215番地６   

奥多摩町               

奥多摩町長   師 岡 伸 公   

 

 

 

 

東京都新宿区西新宿二丁目８番１号    

東京都                

東京都知事   小 池 百合子   


